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（別紙１）助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安     

マンション管理適正化法第５条の２に基づき管理組合の管理者等に対して助言、指導及び勧

告を行う際の判断の基準の目安は、以下の事項が遵守されていない場合とします。 

 

１ 管理組合の運営                            

(1) 管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること 

(2) 少なくとも集会を年に１回以上開催すること 

 

２ 管理規約                               

管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと 

 

３ 管理組合の経理                            

管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理する 

こと 

 

４ 長期修繕計画の作成及び見直し等                    

適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


